
平成 23年 11 月 2日 

各 位 

株式会社関西アーバン銀行 

一時払終身保険「サニーガーデン」の取扱開始について 

株式会社関西アーバン銀行（頭取 北 幸二）は、平成 23年 11 月 7日（月）より、一時払終 

身保険「サニーガーデン」（引受保険会社：アメリカン ライフ インシュアランス カンパニー） 

の取扱いを開始します。 

｢サニーガーデン｣は、2種類の外貨（米ドル／豪ドル）から通貨をご選択いただき、外貨で運 

用を行う一時払終身保険です。 万一の場合には運用通貨建で一時払保険料相当額の死亡保険金を 

受け取ることができ、さらに、ご契約の 1年後から毎年かつ一生涯、定期支払金を受け取ること 

ができますので、ご自身のための定期収入としてお使いいただけます。 

当行は、 今後ともお客さまの多様なニーズにお応えするため商品ラインアップの充実に努めて 

まいります。 

１．商品の特徴 

(１)ご自身のための定期収入として、ご契約の 1 年後から一生涯にわたり、毎年、定期支払 

金をお受け取りいただけます。 

毎年の定期支払金は、基本保険金額×積立利率で計算されます。 

※契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者がご存命の間となります。 

(２)大切なご家族のために、資産を減らさずに遺すことができます。 

万一の場合の死亡保険金は、定期支払金を受け取られた後も、運用通貨建で一時払保険 

料相当額が最低保証されています。 

(３)運用通貨は、米ドルまたは豪ドルの 2つの通貨からお選びいただけます。 

定期支払金・死亡保険金・解約返戻金等のお受け取りには、運用通貨または円をお選び 

いただけます。 

※定期支払金の受取通貨は、契約時に運用通貨または円をご選択いただき、以後変更は 

できません。 

２．取扱い開始日 

平成 23年 11 月 7日（月） 

このニュースリリースは保険商品の募集を目的としたものではありません。ご検討にあたっては、各商品の最新の契 

約締結前交付書面および商品パンフレットのほかご契約のしおり、約款、特別勘定のしおり等を必ずご覧ください。



「サニーガーデン」商品概要 

運用通貨 

契約年齢 

告知 

毎月1日と16日に設定を行う（年0.5%を最低保証） 積立利率 

米ドル、豪ドル 

0～80歳 

職務内容、勤務先（被保険者入院中の加入は不可） 

10年（10年ごとに更改） 

毎年（年1回）の定期支払金額＝基本保険金額（一時払保険料）×積立利率 

最高一時払保険料 

積立利率保障期間 

年2回，4回，6回，12回に分割した受取りが可能 

○定期支払金を円で受け取る場合　　　　　　　　　　　　　

30,000米ドル/30,000豪ドル、円ぴったり入金の場合300万円 

（かつ１回当たりの定期支払金：100米ドル/100豪ドル相当額以上） 

○定期支払金を外貨で受け取る場合　　　　　　　　　　　　　

100,000米ドル/100,000豪ドル、円ぴったり入金の場合1,000万円 

（かつ１回当たりの定期支払金：1,000米ドル/1,000豪ドル相当額以上） 

5億円相当額(契約日が属する年度の通算為替レートを用いて円換算) 

定期支払金 

最低一時払保険料 

費用について 

保険関係費用 

保険関係費用とは、死亡保障、保険契約の締結・維持および積立利率を最低保証 

するためなどにかかる費用です。積立利率を決定する際に、所定の期間における 
指標金利の平均値に±1.0%を増減させた範囲内でメットライフアリコが定めた利 

率から、最大1.54%の保険関係費用が控除されます。なお、メットライフアリコ 

が定めた利率から保険関係費用を控除したものが積立利率となります。 

外国通貨のお取扱いにかかる費用 

・外貨建の保険料を円貨にてご用意される際には、各通貨の為替手数料が必要に 

なります。また、外貨建の保険金などを円貨で受け取る際にも各通貨の為替手数 

料が必要になります。 

・保険料を外国通貨で払込む際には銀行への振込手数料以外にも手数料をご負担 
いただく場合があります（詳しくは取扱金融機関にご確認ください）。 

・外貨交換レート（TTS）および円交換レート（TTB）は、中値（TTM）に対して 

それぞれ差があります。為替相場に変動がない場合であっても、その差額が通貨 

交換時のご負担となります（詳しくは取扱金融機関にご確認ください）。 

・「保険料円入金特約」および「円支払特約」（「定期支払金を円により支払う 

場合の特則」を含む）のレートも、仲値（TTM）に対してそれぞれ差があります 
ので、その差額が特約・特則適用時のご負担となります。特約・特則適用時の 

TTMは、メットライフアリコ所定の金融機関の外貨交換レート（TTS）と円交換 

レート（TTB）の中間の値となります。 

解約控除 

契約日から10年未満で解約・減額をされる際には、経過年数に応じて、積立金額 

に対して10.0%～1.0%を控除します。 

このニュースリリースは保険商品の募集を目的としたものではありません。ご検討にあたっては、各商品の最新の契 

約締結前交付書面および商品パンフレットのほかご契約のしおり、約款、特別勘定のしおり等を必ずご覧ください。



「サニーガーデン」に関する重要事項 

以 上 

この商品は、当行による元本および利回りの保証はありません。 

この商品は、引受保険会社が保険の引受を行う生命保険商品であり、預金ではありません。当行は、 

募集代理店として、契約の媒介を行いますが、契約の相手方は、当行ではなく、引受保険会社となり 

ます。 

この商品は、 預金保険の対象ではありません。 預金保険については、 窓口までお問い合わせください。 

引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構により保護の措置が図られますが、ご契 

約の際にお約束した死亡保険金額が削減され、その結果、死亡保険金額が払込保険料を下回るリスク 

があります。 

この商品のお申込の有無がお客さまと当行との他のお取引に影響をおよぼすことは一切ありません。 

当行では借り入れられた資金（他の金融機関での借入金を含みます）を保険料とする一時払終身保険 

のお申し込みはお断りしています。 

法令上の規制により、 お客さまのお勤め先によっては当行で生命保険をお申し込みいただけない場合 

があります。 
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外為相場の変動により、保険金などの受取時の円換算額が、一時払保険料や保険金などの契約時の為 

替相場による円換算額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 

定期支払金を円価で受け取る場合、 毎年の定期支払日におけるメットライフアリコ所定の為替レート 

で円換算するため、円貨での受取額は変動します。 

解約時・減額時に、運用対象となっている資産（債券など）の価値を解約返戻金額に反映させる「市 

場価格調整」があります。 

契約日から 10年未満で解約・減額をされる際には、経過年数に応じた「解約控除」がかかります。 

上記の「市場価格調整」「解約控除」により、解約時・減額時の解約返戻金が一時払保険料を下回る 

ことがあり、損失が生じるおそれがあります。 

この保険のリスクについて 

その他留意事項 

このニュースリリースは保険商品の募集を目的としたものではありません。ご検討にあたっては、各商品の最新の契 

約締結前交付書面および商品パンフレットのほかご契約のしおり、約款、特別勘定のしおり等を必ずご覧ください。


